
◆ 一般会計補正予算（第１２号）
約１億８千７百万円

　・ 減債基金積立金の増額
　・ �戸籍システム等のシステム改修に伴う委託料

の増額
　・ �施設介護サービス給付費等の増額に係る介護

保険事業特別会計への繰出金の増額
　・ 県営土地改良事業の増額など

◆ 高山市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）
約6千万円

　・ 施設介護サービス給付費の増額
◆ 高山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第３号)　

４千７百万円
　・ 後期高齢者医療広域連合への納付金の増額
◆ 下水道事業会計補正予算（第１号）
　・ �地方債の利率の変更（４．０％以内を６．０％以内

に変更）

・主な質疑

戸籍システム等の改修の内容は。

�法律の改正に伴い戸籍附票に旧氏 ( 振り仮
名を含む ) を記載するため関係システムの
改修と住民票等に振り仮名を一括記載する
機能を追加する。

高山駅西地区複合・多機能施設整備事業
の事業者選定など今後の予定は。

�公募型プロポーザル事業者辞退となった原
因などを精査し、必要によっては補正も考
える。

県営かんがい排水整備工事中の農作業へ
の影響は無いか。

�山口地区にある排水施設が老朽化したため
水利施設の長寿命化を図るため、県営事
業による補修・修繕工事を実施する。地元
との協議は済んでいる。

予算決算特別委員会

一般会計補正予算

特別会計・企業会計補正予算

緊急銃猟出動に伴う報酬を定めるための条例改正

鳥獣被害対策実施隊員に対する損害賠償保険など、補償の整備状況は。

鳥獣被害対策実施隊員は、非常勤の公務員となることから、万が一の事故等の場合には、限度額
の範囲内で全国市長会市民総合賠償保険の対象になる。また、隊員本人が傷害を負われた場合は、

市で加入している総合生活保険という損害保険が対象になる。この他、公務として活動することから、公
務災害の適用もあるものと考えている。更に、緊急銃猟時補償費用保険に加入していることから、補償
できる体制は整えている。

新穂高駐車場等の観光施設の使用料見直しに伴う条例改正

新穂高駐車場の使用料等の変更について、利用者へどのように周知を行っていくのか。

条例施行日の６月１日までの２か月間に、市ホームページやＳＮＳで周知を図っていく。また、新穂
高駐車場の利用者の多くが、山小屋利用者であることから、山小屋関係者にもご協力をいただき

ながら、利用者への周知を行っていく。
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